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１ ごあいさつ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、お電話でご相談ください！ ☎ 223-2118 （9：30～16：00） 
仙台市内にお住いの方からの相談を対象としております♪ 

当事者やそのご親族等だけでなく、関係機関の方々からもお受けしております♪ 

必要に応じて、面談等を設定し、具体的な状況をお聞きした上で、対応しております♪ 
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２ 相談窓口のご案内 

仙台市成年後見総合センター（発行元）  

〒980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目 12－2 仙台市福祉プラザ 7 階  

TEL：022－223-2118 ／ FAX：022－213-6457 

News Letter 
仙台市成年後見総合センターだより 

仙台市成年後見総合センター  所長  宍 戸   充 

 

よろしくね 

日頃より、皆様には本センター運営へのご理解ご協力をいただき、心より感

謝申し上げます。おかげさまで本センターは開設 15年目を迎えました。 

ご存じのとおり、現在の成年後見制度は、介護保険スタート時（H12）の制

度改正によって、ノーマライゼーションや自己決定権の尊重、残存能力の活用

などの理念を取り入れ、判断能力に不安がある方々の権利擁護をすすめる重要

な手段となりましたが、統計的にはまだ十分に活用されていない現状にありま

す。これは、成年後見制度が、多くの方々にとって「わかりにくく」「利用し

づらい」存在にとどまっていることを示しています。 

これまで本センターでは、窓口での相談対応に加え、「仙台市成年後見サポ

ート推進協議会」と共に、成年後見セミナーの開催や市民後見人の養成・支援

など成年後見制度の普及啓発活動に力を注いで参りました。 

今後も、判断能力が不十分な方々の権利擁護の推進を目指し、市民の皆さま

や関係機関の方々が、成年後見制度をもっと身近に感じられ、且つ地域で適切

に活用できるような取組みを展開していく所存でございますので、引き続きご

理解ご協力をいただきますよう宜しくお願いいたします。 

☆以下のようなご相談に応じています☆ 

 
●成年後見制度の概要や手続き、必要性について 

●判断能力に不安のある方の各種契約手続きや財産管理、生活の困りごとについて 

●成年後見人の仕事内容について                  etc・・・ 

☆相談内容に応じて、関係機関と連携し 

ご本人が安心して生活できるようお手伝いします☆ 

 

●必要に応じて、詳しい説明や情報提供、助言等を行います。 

●成年後見制度が今すぐ必要ではない方でも、ご要望があれば、今後の方向性を一緒

に考えます。 

●本センターが必要と判断した場合は、後見人等候補者の推薦を行います。 

成年後見制度はご本人の

権利をまもる制度です。 

必要性の判断は、様々な

視点から検討することと

なり、この制度だけで解

決できない問題もたくさ

んあります。 

ご本人に必要な支援を一

緒に考えて下さる、身近

な支援者との連携が不可

欠ですので、ご理解、ご

協力をお願いします。 



 

2 ページ 仙台市成年後見総合センターだより 

 

去る令和 4年 11月 19日（土）、仙台市成年後見サポート推進協議会（通称：サポ

協）の主催による第 16 回成年後見セミナーを、仙台市福祉プラザにおいて開催し、

一般市民や民生委員、関係機関など 175名の方々にご来場いただきました。 

本セミナーでは、成年後見制度をもっと身近に感じていただくことをテーマとし、 

第１部では仙台市からの基調報告と司法書士 齋藤利美様による基調講演を、第２

部では実際に成年後見制度を活用し地域生活を営まれている二つの事例を、それ

ぞれの登壇者より発表いただきました。 

齋藤先生からは、「地域共生社会の実現に向けては、判断能力が十分でない

方々を地域全体で支えていくことが重要性である」ことが、事例発表では、「身近な

福祉関係者や地域住民が、成年後見人と共に『チーム』の一員となって、本人を支

援することにより、本人の意思を尊重した本人らしい暮らしの実現につなげられる」

ことなどがまとめとして報告され、参加された方々も熱心に聞き入られておりました。 

＜プログラム＞ 

●第 1部 基調報告・基調講演 

◇「仙台市における成年後見制度利用促進の取組みの現状と今後について」 
説明：仙台市健康福祉局地域福祉部社会課 

    ◇「もっと身近に成年後見制度」～その人の意思に沿った、その人らしい暮らしを支える～」 
講演：司法書士 齋藤 利美 氏 

●第 2部 事例発表（進行役 齋藤 利美 氏） 

 ◇ 「 認 知 症 に な っ た 家 族 に 専 門 職 後 見 人 が 選 任 さ れ た 事 例 」 
発表：司法書士 及川 繁 氏  

 ◇ 「 親 亡 き 後 の 障 が い の あ る 子 に 市 民 後 見 人 が 選 任 さ れ た 事 例 」 
発表：市民後見人 又城 淳子 氏、ふらっと泉相談員 中澤 洋子 氏 

来場された方々からは、「チームで支援することの重要性を認識できた」、「お金

がある人だけの制度だと思っていたけど、市民に身近な制度だとわかった」、「障が

いのある子の未来が少し明るくなったと感じた」などの声を頂戴し、今後の成年後見

制度のより適切な活用に向けて期待を抱かずにはいられない、非常に中身の濃い

セミナーとなりました。この場をお借りして、ご協力ご来場いただいた皆さまに感謝を

申し上げます。 

 

本センター相談窓口の業務は、開設当初から昨年度まで、仙台市社会福祉協議

会から NPO法人ぬくもりの里「せんだい・みやぎ成年後見支援ネット」様へ委託して

おりましたが、本年４月より仙台市社会福祉協議会が直接運営することとなり、新た

に 2名の相談員が着任しております。 

また、これまで相談窓口の業務を担っていただいた同 NPO法人様の職員 2名の

方々には、アドバイザーとして着任いただき、本センター相談員に対する助言や指

導、情報提供等のサポート役を担っていただいております。ご報告が遅くなりました

が、何卒宜しくお願いいたします。 
 

 

３ 「第 16回成年後見セミナー」を開催しました 

４ 相談スタッフ紹介 

 

小野寺アドバイザー 
和田アドバイザー 

坂本相談員 髙橋相談員 

令和 4年度相談スタッフ 
 

相談員     坂 本  紀 子  （さかもと のりこ） 

相談員     髙 橋  絹 恵  （たかはし きぬえ） 

アドバイザー 小野寺 泰 佐  （おのでら たいさ） 

アドバイザー 和 田  英 子  （わだ ひでこ） 


